
令和７年草加市議会第１回臨時会
提出議案の概要

令和７年４月

議案数

専決処分 ２件

補正予算 １件

人事案件 １件

計 ４件



第４０号議案 専決処分の承認を求めることについて［草加市税条例の一部を

改正する条例］

条例

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第７号）が令和７年３月３１

日に公布され、その一部が令和７年４月１日に施行されたことに伴い、草加市税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行ったため、これを議会に報告し、承認を求めるもの

です。

【改正の主な内容】

⑴ 軽自動車税における二輪車の車両区分の見直し

原動機付自転車のうち、総排気量１２５ｃｃ以下かつ最高出力が４．０ｋW以下（５０ｃｃ相当）のものに係

る軽自動車税種別割の税率を年額２，０００円（５０ｃｃ原付と同額）とするものです。

⑵ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置における申告手続の見直し

マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合、区分所有者か

らの申告書の提出がなくても減額措置を適用するものです。

⑶ 条文の所要の整備

法改正に伴う引用条文等の所要の整備を行います。

【施行期日】

令和７年４月１日から施行します。（経過措置あり）

【総務部市民税課・資産税課】
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議案の概要



第４１号議案 専決処分の承認を求めることについて［草加市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例］

条例

地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第１１９号）が令

和７年３月３１日に公布され、その一部が令和７年４月１日から施行されることに伴い、草加市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行ったため、これを議

会に報告し、承認を求めるものです。

【改正の主な内容】

低所得者の国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定

において、被保険者数に乗ずる金額を、５割軽減は３０.５万円（現行２９．５万円）に、２割軽減は５６万円

（現行５４．５万円）に引き上げるものです。

【施行期日】

令和７年４月１日から施行し、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用します。

【健康推進部保険年金課】
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第４２号議案 令和７年度草加市一般会計補正予算（第２号）

補正

予算
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第４３号議案 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて
人事

5

【総務部職員課】

令和７年４月７日付けで辞職の申し出があった固定資産評価員の後任の固定資産評価員に係る議案を提出するもの

です。

１ 秋 田 容 孝 氏 新規


